
平成 30 年度第１回文化財保護委員会議事録 

1.日時・場所 

平成 30 年 7 月 4 日（水） 午後 3 時 30 分～午後 4 時 45 分 

知立市役所 知立市役所 第 4会議室 

 

2.出席者 

杉浦茂（委員長）、杉浦五一、藤井かなゑ、松井節子、藤井智鶴、鷹巣純、杉浦卓次 

（以上委員）、 

宇野教育長、野村教育部長、堀木田課長、近藤係長、井上 

 

3.議題 

（1）平成 29 年度事業報告について 

（2）平成 30 年度事業計画について 

（3）東海道池鯉鮒宿宿並図について 

 

4.その他 

（1）企画展「新発見！東海道池鯉鮒宿宿並図」のお知らせ 

（2）知立市文化財指定基準について 

 

１．あいさつ 

教育長：知立市ではご存知のように、平成 28 年度「山車文楽とからくり」がユネスコ無形

文化遺産に登録され、さらに、この 3 月には文化芸術基本条例及び知立市歴史文

化基本構想を策定いたしました。このような中で、本市に知立の文化や文化財、

伝統芸能の保存継承に関し大変気運が高まっているのではないかと感じます。学

術や文化を対象にまちづくりにというところでさまざまに取り組んでおります。

皆さま方にはそれぞれのお立場でより多くの市民の皆さまに文化芸術等に興味関

心を持ちいろいろな形で参加していただくように働きかけあるいはご指導頂き誠

にありがとうございます。今年度また引き続きさまざまなご意見を頂戴し、さら

に市民の皆さまに文化継承をされていくことを望んでおります。先日 1 日に行わ

れた、知立の山車文楽とからくり保存会の講演会を見に行きました。会場ホール

で観ていて動きや細やかな人形の扱いや言葉、読み手の方の声が良く聞こえてき

ました。各町内の方々や市民の方が参加されておりました。このような場所で披

露され徐々に知られていくいい機会と思いました。今月 21 日には新編知立市史刊

行記念講演会が開催されます。本年度は資料編の近世と自然に関する内容を、ご

講演いただきます。今年度は併せて昆虫標本の展示、小学生以下のお子様にはち



りゅっぴの缶バッチをプレゼントすることを企画しました。このように市民の一

人ひとりが興味関心を持っていただくことが大事ではないか、子供たちにも身近

に感じてもらえるひとつの工夫ではないかと思っております。本日は限られた時

間の中ではございますが、いろいろな立場からご意見いただきたいと思います。 

２．委員長選出 

事務局：この度皆さま方におかれましては、文化財保護委員をお受け頂きまして誠にあり

がとうございます。任期につきましては平成 32 年 3 月 31 日までの 2 年間です。

よろしくお願いいたします。さて、長年に渡り文化財保護委員、委員長を歴任い

ただきました清水正明前委員長より退任の申し出がありました。新たに、杉浦卓

次先生にご就任頂くことになりましたのでご承知おき下さい。先生は郷土の歴史

等に造詣が深く新編市史の近・現代部会の調査協力委員としてご尽力頂いており

ます。それでは、議事に入る前に、文化財保護規則第 2 条により委員の互選によ

り委員長を定めることになっておりますので、ご推薦があればお願い致します。 

藤井か委員：杉浦茂先生にお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

事務局：ただ今、杉浦茂先生を推薦する話がありましたが、他にありませんか。 

委 員：（全員異議なし） 

事務局：それでは委員長は杉浦茂先生にお願いしたいと思います。続きまして、職務代理

は委員長が指名することになっておりますのでご指名をお願いします。 

委員長：それでは、職務代理を杉浦五一先生にお願いしたいと思います。   

委 員：（全員異議なし） 

事務局：ありがとうございました。それでは知立市文化財保護委員の委員長に杉浦茂様、

職務代理には杉浦五一様でよろしくお願い致します。 

    それでは、議事に入ります。議事の進行につきましては委員長様にお願いしたい

と思います。よろしくお願いします。 

３．議題 

委員長：それでは今日は議題が 3 点ありますが、まず議題（１）の平成 29 年度事業報告・

資料 1 と議題（２）平成 30 年度事業計画案については資料 2 について併せて事務

局より説明をお願いします。 

事務局：（資料 1・2 に基づき説明する） 

委員長：ご意見のある方はお願いします。 

鷹巣委員：資料 2 の事業計画の文化財マップを新たに作成するにあたり、いつの情報なのか

明記して頂きたい。 

事務局：○○年作成という様でよろしいでしょうか。 

鷹巣委員：そういうことです。 

委員長：その他ご意見ございますか。平成 30 年度の事業計画の企画展の中で「明治時代の

知立の養蚕（仮称）」とありますが、これは対象を養蚕に絞った企画展として決



定なのか？ 

事務局：養蚕の資料も出しますが、養蚕だけでは資料的に不足するため、お茶や内藤魯一

などその時代に合わせた資料を広げたいと思っています。 

委員長：その他ございますか。 

杉浦五委員：ユネスコ登録記念事業費 5,935 千円の平成 30 年度の予算ということですが、平成

29 年度もある程度支出も出ているということですか。 

事務局：5,935 千円が山車幕新調事業費の契約額で、昨年度の支出はありません。 

杉浦五委員：幕の見直しをして寄付を頂いているということで、6,450 千円、それが平成 29 年

度に入ってまたなお且つ何かやられるってことですか。 

事務局：寄付額に基づいて行う事業として、（資料１参照）平成 29 年度のユネスコ登録記

念事業の、義太夫お試し教室以外 3 点の事業、平成 30 年度事業の山車幕新調 5,935

千円の合計をすると寄付金額より多いですが、不足分は市の一般財源で賄ってい

ます。ガバメントクラウドファンデング事業としてはこの 4事業分です。 

委員長：この他ございますか 

杉浦卓委員：先ほど説明のありました知立の養蚕の企画展があるということですが、150年とい

うことで、養蚕ではなく知立の明治時代のくらし明治時代全体をみてみようみたい

な企画が良いのでは、と思いました。また、説明版の取替えについては今年の予定

についてはどのように決まっているのですか。  

事務局：まだ決まってはいないですが、昨年度は５ヶ所を行いました。 

杉浦卓委員：古いものから順に新しくしているのですか？ 

事務局：そうですね、見て損傷等が大きいものから文章の見直しも含めて代えてきます。 

事務局：平成 30 年度資料の文化財保存事業の中の松並木保存委託事業の内容の中で、コモ

巻きを予定の中に入っておりますが、本年度はコモ巻きを行わない予定です。 

    その理由として、皇居・京都御苑は実際していないことがわかりまして、調べて

いく中でコモ巻きをすることで害虫が集まるということですが、善い虫も集まる

ということでコモ巻き自体の効果というのがどうか言われております。ただ、コ

モ巻きをやめてしまうと風情の問題がありますが、今年は中止ということで考え

ています。他市や行っているとは思いますが、皇居や京都御苑も行っていないこ

とは HP で情報がでておりますので、当市としては中止の方向で考えております。 

杉浦五委員：風物詩的なものがありますので、コモ巻きをやっていないと市民の方から問い合わ

せがあると思いますので事前の PR は必要かと思います。 

事務局：松の害虫薬対策として薬剤注入は行っていますので、市長との話合いで中止を決

めました。 

委員長：よろしいでしょうか、では次の議題（3）東海道池鯉鮒宿宿並図について資料 3 に

ついて事務局から説明をお願いします。 

事務局：（資料 3 について説明） 



委員長：ちなみに千葉県の佐倉市にある国立歴史民俗博物館にあります宿並図に関しては

今回刊行した『新編知立市史資料編近世』にトレース図が掲載されています。 

藤井智委員：今回購入した宿並図と佐倉（国立歴史民俗博物館）との比較検討する必要があるの

ではないかと思います。内容に変化があるのかあるいは時代に違いがあるのか等。 

委員長：宿並図の大きさは同じで、どちらが原本であるのか何もわかっていない。 

    今回購入した宿並図にも付箋が貼ってある、なぜ付箋が貼ってあるのか、同じも

のがなぜ二つあったのか・・市で購入した価値があったといえるよう活用し研究

していく必要があるかと思います。 

藤井か委員：宿並図の情報について最近知ったのでしょうか。 

事務局：平成 28 年９月頃、古書店の目録で掲載されていて発見しました。 

杉浦卓先生：年代はいつ頃のものですか？ 

事務局：年代は不明ですが、描かれている内容からみると元禄の頃（17 世紀の終わり）と

推測します。 

杉浦卓委員：知立の東海道は何回か火事があって、問屋場や脇本陣の場所が変わっていると思い

ますが、購入した宿並図には本陣ものっているのですか？ 

事務局：本陣は２軒のっています。 

委員長：いろんな価値がでてきますね。 

鷹巣委員：平成 30 年度の予算で購入されたのですか。 

事務局：本年度の資料購入費の予算 230 万円と消費税で購入いたしました。 

４．その他 

委員長：それでは何か議題等でご質問がありましたら・・では、ないようなのでその他の

ところでご説明お願いします。 

事務局：（企画展等の案内） 

 

午後 4 時 45 分閉会 


